
規則様式第１２号（ゴルフ場利用税の帳簿）

年 月 分 ゴ ル フ 場 利 用 日 計 表

課 税 対 象 と な る も の 課税対象とならない利用人員
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備考 １ 「課税対象とならない利用人員」のうち「非課税」の欄には，地方税法第７５条の２及び第７５条の３により非課税となる人員について，それぞれ
の区分ごとの人員を記載するとともに，当該利用者から提出された非課税利用申出書及び添付書類を提出してください。
２ 「課税対象とならない利用人員」のうち「その他の利用」の欄には，グリーンキーパー等の利用，キャディーの訓練教育のための利用，所属プロ等
の利用者の技術指導のための利用その他業務による利用をした人員を記載するとともに，利用者名簿を作成しておいてください。


